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	発令中の制限行為と対象区域
	札幌市火災予防条例に基づき、対象区域では以下の行為等が規制されます
	野焼き
	焚き火
	ごみ焼き
	花火
	キャンプファイヤー
	可燃物近くでの喫煙
	かまど（薪）
	規制対象外となるもの（例示）
	焚き火等の届出について
	　札幌市　揚煙等の行為の届出書　　　　　
	　焚き火等を行う際は、注意報・警報の発令に関わらず、 これまでどおり所轄消防署へ事前の届け出をお願いします。

	事前の消火の備えについて
	消火器や水バケツを近くに準備
	周囲の枯草等の可燃物の除去
	消火後の残り火の確認

	制限行為の対象区域について
	　札幌市では対象区域を、 「市街化区域外で山林のある区域」としています。 　下記の番地で表記された住所で、 市街地から離れた山林区域が対象です。
	～対象区域～
	中央区：（盤渓・円山・円山西町・宮ヶ丘・宮の森）の番地
	厚別区：（厚別町上野幌・厚別町小野幌・厚別町下野幌）の番地
	豊平区：（西岡・羊ヶ丘）の番地
	清田区：（有明・清田・里塚・真栄）の番地
	南　区：（石山・硬石山・川沿町・北ノ沢・小金湯・定山渓・白川 　　　　　澄川・滝野・砥石山・常盤・砥山・豊滝・中ノ沢・藤野 　　　　　真駒内・簾舞・南沢・藻岩下・藻岩山）の番地
	西　区：（小別沢・西野・福井・平和・宮の沢・山の手）の番地
	手稲区：（手稲稲穂・手稲金山・手稲富丘・手稲本町）の番地
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